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一
に
つ
い
て

野
鳥
に
関
す
る
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
が
、
平
成
二
十
年
に
作
成
し
た
「
野
鳥
に
お

け
る
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
都
道
府
県
鳥
獣
行
政
担
当
部
局
等
の
対
応
技
術
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
都
道
府
県
に

配
布
の
上
、
都
道
府
県
や
検
査
機
関
等
と
連
携
し
て
各
種
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
当
該
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
本
年
三
月
十
五
日
に
発
生
地
の
半
径
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
の
警
戒
レ
ベ
ル
を
二
か
ら
三
に
引
き
上

げ
て
、
監
視
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
同
年
四
月
四
日
及
び
五
日
に
は
、
発
生
地
周
辺
の
野
鳥
の
感
染
状
況

を
把
握
す
る
た
め
、
糞
便
採
取
調
査
を
実
施
し
、
同
月
二
十
日
に
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
は
検
出
さ
れ
な

か
っ
た
旨
の
調
査
結
果
の
公
表
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
事
案
が
発
生
し
た
同
年
三
月
十
日
以
降
一
か

月
間
に
、
新
た
な
感
染
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
四
月
十
日
に
は
、
警
戒
レ
ベ
ル
を
三
か
ら
二
に
引
き
下
げ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
第
二
十
五
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ

れ
た
合
同
委
員
会
（
以
下
「
日
米
合
同
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
米
軍
に
よ
る
使
用
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ

た
施
設
及
び
区
域
（
以
下
「
米
軍
施
設
・
区
域
」
と
い
う
。
）
内
で
死
亡
野
鳥
が
発
見
さ
れ
た
際
に
は
、
米
軍
の
協
力
を
得

つ
つ
都
道
府
県
が
収
容
し
、
検
査
を
行
う
と
と
も
に
、
政
府
と
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
米
軍
と
の
情
報
交
換
や
都
道
府
県

に
対
す
る
助
言
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
事
案
に
つ
い
て
も
、
米
軍
の
協
力
を
得
つ
つ
適
切
に
対
応
を

行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
野
鳥
に
関
す
る
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
つ
い
て
適
時
適
切
に
対
応
し

て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

米
軍
施
設
・
区
域
に
お
け
る
検
疫
体
制
、
感
染
症
対
策
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
十
二
月
二
日
の
日
米
合
同
委
員
会
に

お
い
て
承
認
さ
れ
た
人
、
動
物
及
び
植
物
の
検
疫
に
関
す
る
合
意
、
合
衆
国
の
施
設
及
び
区
域
へ
の
立
入
許
可
手
続
に
関
す

る
合
意
等
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
米
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
と
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り

た
い
。

二


